
別紙

条件付き一般競争入札（事後審査方式）の公告

公 告 日

工事番号

工　　種

工 事 名

施工場所

工事完成期限

予定価格

低入札調査基準
価格

その他

から まで

開札日時

開札場所 小矢部市役所 講堂（４階）

入札保証金

契約保証金

積算内訳書

入札の無効 小矢部市期間入札実施要領第７条による

令和2年7月8日 9時45分

設計図書の配布

免除

納付必要（請負代金額が500万円以上の場合）

要（入札時に、入札書と同封して提出）

質問に対する回答期限

　小矢部市ホームページ「事業者向け」―「入札案内・資格申請」に掲載
する設計図書を、ダウンロードにより取得する。

令和2年7月1日

令和2年7月3日

設計図書に対する質問期間

持参又は郵送入札書の提出方法

総務部財政課入札書の提出先

令和2年6月29日 令和2年7月6日

入札書の提出期間 持参の場合の受付時間は市役所開庁日の8時30分～17時15分

郵送の場合は、期日内に指定郵便局必着

舗装

本店、支店又は
営業者の所在地

・平成31・令和2年度小矢部市建設工事入札参加資格者名
簿の舗装工事に登録されている者

・準市内業者に認定された者

期間入札入札方法

工事概要

（期間入札の場合）

・小矢部市条件付き一般競争入札実施要領第３条

  4,802,000 円(消費税及び地方消費税相当額を除く) 

令和2年6月24日

林道松根城線舗装工事

小矢部市　内山　地内

令和2年10月 8日

等級又は総合評
価値

農第8号

林道舗装　L=250m、W=3.0m(4.0m)

路盤工（M-40、t=14cm）A=775m2

設定有り
　当該基準価格を下回る入札が行われた場合は、落札者の決定を保留し、
後日、入札参加者に結果を通知する。

表層工（密粒度AC13FA、t=4cm）A=750m2

入札参加資格
・小矢部市内に主たる営業所を有する者



工 事 番 号 農 第　８　号 設計年月日

令和 2 年度

林道松根城線舗装工事

小　矢　部　市

請　 負　 金　 額 工　　　　　　期

令和２年　　７月　９日

令和２年　１０月　８日

工　　　　種 森林管理道 令和２年６月

工　　事　　箇　　所 小矢部市　内山　地内



林道舗装

W=3.0ｍ（4.0ｍ）　L=250ｍ

表層工（密粒度AC13FA・ｔ＝4cm）　A=750㎡

路盤工（M-40・ｔ＝14cm）　A=775㎡

＜　概　要　＞

＜　理　由　＞



 

特 記 仕 様 書 

 

工事名：林道松根城線舗装工事 

 

第１章 総則 

   この特記仕様書は、令和２年度に小矢部市が施工する林道松根城線舗装工事に適用   

するものとする。施工に当たっては、工事目的を十分に把握し、この特記仕様書と関係諸

法規を遵守し、目的を達成するものとする。 

 

第２章 一般関係 

 

第１条 安全教育・訓練の実施 

 １．労働安全衛生法等に基づき日々の安全教育のほか、すべての作業員を対象に、工事  

 現場に即した安全教育・訓練等を、「安全教育・訓練等の実施要領」により毎月１回   

（半日）以上の頻度で実施するものとする。 

 ２．実施項目について「土木工事共通仕様書」第 1－1－5 条施工計画書の記載事項とし 

  て「（10）安全管理」に含め、「安全教育・訓練の実施要領」の様式－１により工事の 

  内容に即した安全・訓練等の具体的な計画を作成し、監督職員に提出するものとする。 

 ３．安全・訓練等の実施については、「安全教育・訓練等の実施要領」の様式－２によ  

 り安全教育・訓練等の実施毎に記録写真等を撮影し、監督員及び検査員の請求があっ  

 た場合は直ちに提示しなければならない。 

 

第２条 工事実施前の措置及び事前事後調査 

  １．請負者は、工事に先立ち、掘削位置、工法、交通保全、設備等について関係官公署  

 の監督員と現地立会いを行い、許可条件、指示事項を確認すること。 

  ２．既存構造物に接近するとき、又は、撤去する場合には、関係者立会のうえ、現況に  

 写真撮影、測量等の記録をした後、工事施工を行う。 

 ３．請負者は、あらかじめ沿道（周辺も含む）家屋等について事前調査を行い、善良な管 

  理義務を怠ったことにより、家屋等物件に被害が認められた場合は、請負者が責任を 

  持って処理するものとする。 

 

第３条 測量 

  １．請負者は、契約後指定の基準点に基づきすみやかに必要な測量を行うこと。    

 ２．仮Ｂ．Ｍは、位置高さの変動のないよう、適切な保護をすること。 

 ３．構造物が設計図書どおり築造できない場合や、設計図書等に記載のないものについ 

  ては、監督員と協議すること。 

 

第４条 地場産品の優先使用 

  本工事に使用する資材等は、品質が水準以上であり、かつ価格が適正である場合に  

 は県内地産品を優先使用するものとする。 

 

 

第５条  工事材料の検査 

  主要材料については、監督員の段階確認を受けて使用するものとする。 

 

 



 

第６条 アスファルト混合物 

 １．請負者は、本工事のアスファルト混合物は再生材入りアスファルト混合物を使用す 

  るものとする。 

 ２．請負者は、上記により難いときは監督員と協議して再生材の混入しないアスファル  

 ト混合物（バ－ジン材）を使用してもよい。 

 

第７条 コンクリート配合 

  使用目的別の配合緒元は次表のとおりとする。 

番 

号 

呼び強度 

(N/mm2) 

ｽﾗﾝﾌﾟ 

(cm) 

 粗骨材の 

最大寸法(mm) 

 Ｗ／Ｃ 

  (％) 

  Ｃ 

(ｋｇ／ｍｍ3) 

ｾﾒﾝﾄの種類 

 

   使用目的 

 

１  １８  ８   ４０  60以下   －    ＢＢ   

   高炉セメントを使用したコンクリートは初期養生に留意する。 

 

第８条 コンクリートの水セメント比 

  コンクリートの水セメント比は第７条コンクリート配合を遵守すること。指定した   

 呼び強度に対して、セメント比が確保できない場合は、上位規格を用いるものとする。 

 

第９条 下請け関係の適正化 

  本工事を下請けに付す場合は、「建設工事の下請関係の適正化に関する留意事項（共 

 通仕様書）」を遵守すること。 

 

第１０条 産業廃棄物の適正処分 

  本工事から発生する産業廃棄物の処分は、その費用も含め元請業者自らの責任に   

 おいて適正に処理しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第３章 公害対策・環境対策関係 

 

第１１条 公害防止 

  土砂の搬出等による公道等の路面汚損防止のため、路面が汚れた場合は、直ちに   

 路面清掃を行うものとする。 

 

第１２条 施工機械 

 １．本工事において以下に示す建設機械を使用する場合は、排出ガス対策型建設機械指  

 定要領に基づき国土交通省で指定された建設機械を使用するものとする。 

   なお、排出ガス対策型建設機械に代えて、国土交通省で認定された排出ガス浄化装 

  置を装着した建設機械についても、排出ガス対策型と同等とみなすものとする。 

 機種       備考 

 バックホウ 

 トラクタショベル（車輪式） 

 ブルドーザ 

 発動発電機（可搬式） 

 空気圧縮機（可搬式） 

 油圧ユニット類 

  以下に示す基礎工事用機械のうち、べ一ス 

  マシンとは別に、独立したディーゼルエンジン 

  駆動の油圧ユニットを搭載するもの。 

   ：油圧ハンマ・バイブロハンマ・油圧式鋼管 

    圧入引抜機・油圧式杭圧入引抜機・アース 

    オーガ・オールケーシング掘削機・リバー 

    スサーキユレーションドリル・アースドリ 

    ル・地下連続壁施工機・全回転型オールケ 

    ーシング掘削機 

 ローラ類 

 〔ロードローラ・タイヤローラ・振動ローラ〕 

 ラフテレーンクレーン 

 ディーゼルエンジン 

（エンジン出力7.5kw以上 

 260kw以下）を搭載した 

 建設機械を対象とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２．排出ガス対策型建設機械を使用する場合は、施行計画書の中で、(１)機種、(２)メ 

  ーカー名、(３)型式、(４)台数等を記載するものとする。また、「指定ラベル」が確  

 認できる工事写真を提出するものとする。 

   なお、排出ガス対策型建設機械をやむを得ず使用できない場合は、設計変更の対象  

 とする。ただし、機械損料に差額のない機種についてはこの限りでない。 

 

 

第４章 安全対策関係 

 

第１３条 事故報告及び応急措置 

 １．請負者は、工事中事故があったときは、直ち所定の措置を講ずるとともに、監督員  

 に通報し、事故発生の原因、経過、事故による被害内容及び今後の対策を講じた事故  

 報告書を提出すること。 

 ２．請負者は、施工管理上の落ち度により第三者にあたえた被害について、請負者の負  

 担により、措置を講ずるとともに、その内容を監督員に報告すること。 

 

 

 



第１４条 安全管理 

 １．工事の施工にあたっては、必要に応じて交通整理員を配置し一般交通等に支障を及  

 ぼさないよう十分注意して施行するものとする。 

  ２．請負者は、工事期間中、安全管理要員等を配置し、工事区域内全般の巡視、点検、  

 連絡調整等を行い安全確保に努めなければならない。 

  ３．請負者は、機械器具、不要土砂等を交通及び保安上の障害とならないように使用の 

  つど整備し、又は、現場外へ搬出し、工事現場内は常に整頓しておくこと。 

 

 

第５章 建設発生土・建設副産物関係 

 

第１５条 建設発生土 

  本工事で発生する建設発生土については、発注者が指定した場所へ搬入すること。 

    種 別      処 分 地 

     残 土    小矢部市 内山 地内 

 

第１６条 建設副産物（建設リサイクル法の対象外の工事） 

   本工事から発生するアスファルト及びコンクリート塊については、小矢部市五郎   

 丸地内の再資源化施設で処理するものとする。 

  積算上の明示条件であり、再資源化施設を指定するものではない。なお、請負者    

の明示する施設と異なる場合においても設計変更の対象としない。ただし、施設の    

受入れが困難な場合等、請負者の責によるものでない事項についてはこの限りでは   

ない。 

  請負者は、再資源化施設において適正に処分されていることが確認できる書類（マ   

 ニュフェスト等）を保管しておくこと。監督員からの請求があれば速やかにその写    

しを提示するものとする。運搬、処理を委託する場合は、産業廃棄物処理業者との    委

託契約書を監督員に提示するものとする。 

 

第１７条 再生材の利用  

  次表の基礎砕石には再生砕石を使用するものとする。品質については、下表の資材は、

「コンクリート副産物の再生利用に関する用途別暫定品質基準（案）」に基づくものとす

る。なお、再生砕石の入手が困難な場合は、監督員と協議のうえ砕石（新材）に変更でき

るものとする。 

 

     工   種   品   種     使用箇所 

舗装工 Ｍ－４０ 路盤 

   

  路盤材は修正 CBR は 30%以上とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第６章 工事支障物件 

 

第１８条 工事用支障物件 

  工事中障害物件が発見された場合、監督員に報告し、管理者と監督者と三者で協    

議し、移設、切回し、又は、防護を行うこと。 

 監督員に報告しないで、障害物件を処理したときに生じた損害については請負者   

 の負担によって処理すること。 

 

第７章 仮設工 

 

第１９条 仮設一般 

  １．工事用仮設物は、あらかじめ施工計画書に示し、請負者の責任において、構造物の  

 種類現場の状況に応じて、適切なものを設けること。 

  ２．指定仮設を変更しようとする時は、その理由を明記して、変更承認願いを提出する 

  ものとする。承認願いを提出せずに、施工した場合、監督員は、その施工の中止又は  

 やり直しを命ずることができる。 

  ３．任意仮設は、変更設計の対象としない。 

 

第２０条 仮施設 

仮施設に要する敷地の借受、その他使用上必要な諸手続きは、すべて監督員と協   

 議の上行うこと。 

 

第２１条 防護柵 

立坑周囲及び地上施設物の出入口以外には、防護柵を設置するとともに、保安灯、   

 夜間照明設備を完備し、必要あれば保安要員を配置して、作業員のみならず、第三    

者に対する事故防止に努めなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



提出書類について（補足事項） 

 

○工事着手届 

 ・施工計画書に添付する施工計画表の概要を示すこと。現場代理人・主任技術者の資格証明の 

  写しを添付すること。 

 

○通行制限 

  ・市道においては請負者自ら小矢部市建設課へ申請のこと。 

  ・国・県道においては小矢部市農林課からの申請となるので、位置図、安全施設（看板）配置図 

  交通規制図、安全対策を１部提出のこと。 

    （交通規制図は、各々の現場と整合したものとし、バリケード、交通誘導員、工事用信号機 

   停止看板、保安等、チューブライトを明記すること。） 

 

○工事材料使用願 

 ・製品ごとの日付は記入のこと       

 

○施工計画書                                

  ・記入項目は共通仕様書 1-1-5 条を参照。 

 ・監督員と打合せの上、段階確認計画を記入のこと。 

     舗装コアーの確認は段階確認で行い、直ちに埋めること。 

 ・施工計画書の記載内容に重要な変更が生じた場合はその都度該当工事に着手する前に変更施工 

  計画書を提出のこと。 

  ・請負代金 200 万円未満の場合は施工計画書は提出不要。ただし監督員から請求があった場合は 

  速やかに提示のこと。 

 

○退職金制度加入の証明書または建退共掛金収納届出書 

 

○廃棄物の運搬処分委託契約書の写し 

 

○打合せ簿（その都度） 

  ・設計図面と異なる場合の協議は、平面・縦断図・横断図に赤書きし、その他写真・資料等を 

  添付してわかりやすくすること。 

 

○完成時の提出書類 

 ・平成 18 年 3 月 22 日付小検第 12 号「工事請負完成検査及び業務委託完了検査の必要書類につい

て」を参照 

 ・品質管理（ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装敷均し時の温度管理抜けていることが多い） 

 ・低騒音排気ガス対策機械の使用がわかる写真 

 ・安全施設・交通整理員配置がわかる写真 

  ・整理、整頓がわかる写真 

  ・工事完成届 

 ・工事引渡書 

 ・請負代金請求書 

 

 ※一部を除きすべてＡ４サイズとする。 

















































○工事内訳

○工事数量

土　　　工

　　機械掘削 140 m3
3.1 × 250.0m × 0.18m ＝ 139.5

　　残土処理 169 m3
現場内処理（掘削-路肩盛土+側溝）

139.5 - 10.5 + 40.14 ＝ 169.14

　　路肩盛土工 500 ｍ
250.0m × 2 ＝ 500.0

(10m当たり算定)

盛　　土　　材 0.210 m3

盛　土　同　上 0.210 m3

盛土法面整形 0.74 ㎡

舗　装　工

　　路　盤　工 775 ㎡
3.1 × 250.0m ＝ 775

　　表　層　工 750 ㎡
3.0 × 250.0m ＝ 750

側溝清掃（舗装済箇所及び横断側溝分） 446 ｍ
440.0m + 6 ＝ 446.0

舗装延長　L=250ｍ　　幅員　W=３．０ｍ（４．０ｍ）

林道松根城線舗装工事



R2 松根城線舗装工事位置

施工範囲
L=250m



舗 装 幅員 ３ ． ０ ｍ

路盤 幅 員 ３ ． １ ｍ

道 路幅 員 ４ ． ０ ｍ
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